
平成27年度の保育所（園）・幼稚園の申込案内

のびのびと豊かな心を育む場

赤池418番地47
7：30～19：00
28-3073

市場692番地
7：30～19：00
28-2635

28-2244

上野2197番地
7：30～19：00

赤池859番地
7：30～19：00
28-2257

金田958番地6
7：00～19：00
22-0435

伊方3958番地1
7：30～19：30
22-0253

神崎1716番地1
7：30～19：00
22-3399

伊方4448番地
7：00～20：00
22-5177

金田273番地
7：00～19：00
22-3653

伊方4491番地2
7：30～19：30
22-0450

金田1366番地2
7：30～19：30
22-4435

■入所（園）受付
４月継続・新規入所（園）希望の人

■受付場所
役場福祉課、赤池・方城両支所

■申し込みに必要なもの
1 保育所入所申込書一式
保育所担当課もしくは保育所（園）で入
手し、受付期間内に提出してください。
①「施設型給付費・地域型保育給付費
　等支給認定・利用申込兼児童台帳」
※旧保育所入所申込書兼児童台帳

②就労・復職（予定）・育児休業証明書など
　の保育が必要なことを証明する書類
※病気、出産、介護・看護、障害などによる場
　合は、診断書や母子手帳、障害者手帳の写
　しを添付してください。

③平成26年１月２日以降に転入した人
　については、平成26年度「市町村民
　税課税証明書」が必要です。

2 口座振替
保育料の支払いについては口座振替を
推奨しています。ご協力をお願いします。

■入所申込基準
保護者・同居の親族などが、次の❶か
ら のいずれかの事情によりお子さんを
保育できないと認められる場合。
❶ひと月で町長が定める時間以上の労
　働を常態としている。
❷妊娠中であるか、または出産後まも
　ない（産前産後５か月以内）。
❸疾病もしくは負傷しているか、または
　精神や身体に障害がある。

■受付期間　１月13日㊋～２月13日㊎
❹同居または長期入院している親族な
　どを常時介護・看護している。
❺災害の復旧にあたっている。
❻求職活動（起業準備含む）を継続的に
　行っている。
❼就学中（職業訓練校などを含む）。
❽虐待やDVのおそれがある。
❾育児休業取得時にすでに保育を利用
　している児童で、継続保育の必要が
　あると認める場合。
その他、これらに類する状態で町長

　が認めた場合。
※書類に不備がある場合は受け付けせずに一
　度返却しますので、必要書類をそろえたう
　え、再度提出してください。
※保育料の滞納がある人は、納付誓約後の受
　け付けとなります。

問役場福祉課
☎22-7763

金田275番地154
7：40～18：00
22-5622
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流
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べ
て
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４
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・
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も
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わ
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あ
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サ
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よ
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▼
保
育
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認
定
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も
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３
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３
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地
域
型
保
育（
現
在
町
内
は
未
登
録
）

現
在
施
設
を
利
用
し
て
い
る
人
は
、
施
設

を
通
じ
て
申
請
書
を
お
送
り
し
ま
す
。
ま

た
、
来
年
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か
ら
の
入
所
希
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必

ず
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所
申
込
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い
し
ま
す
。
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度
へ
の
移
行
に
と
も
な

い
、
利
用
者
負
担
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保

育
料
）
が
変
わ
り
ま
す
。

こ
れ
ま
で
保
護
者
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所
得
税
額
等
」で

保
育
料
を
決
定
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て
い
ま
し
た
が
、
新
制

度
で
は
、
世
帯
の「
住
民
税
所
得
割
額
等
」

に
応
じ
て
算
出
し
ま
す
。
そ
の
た
め
、
例

年
提
出
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
源
泉
徴

収
票
や
確
定
申
告
書
の
写
し
の
添
付
は
原

則
不
要
で
す
。
現
在
、
保
育
料
は
確
定
し

て
い
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
ま
で
の
負
担
水
準

や
サ
ー
ビ
ス
に
か
か
る
費
用
な
ど
を
考
慮

し
、
国
が
定
め
る
水
準
を
限
度
と
し
て
町

が
決
定
。
予
算
編
成
や
関
係
条
例
の
整

備
を
経
て
、
３
月
中
旬
ご
ろ
に
平
成
27
年

度
の
保
育
料
が
確
定
す
る
予
定
で
す
。

す
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度
が
ス
タ
ー
ト

利
用
者
も
希
望
者
も
申
請
を
お
願
い
し
ま
す
!!

※ 1：新制度を導入しない幼稚園では、「認定証」の申請は必要ありません。
※２：Step1とStep3は役場窓口での同時手続きが可能です。
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認
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定
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新弁城1840番地4
7：30～19：00
22-4476
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子
育
て
し
や
す
く
働
き
や
す
い
社
会
を
目
指
し
、
子
育
て
家
庭
を
支
え
る
新
た
な
制
度
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。

平
成
27
年
４
月
か
ら
運
用
開
始
す
る「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度
」で
は
、
家
庭
ご
と
に
保
育
の
必
要
性
を
認
定
。

今
ま
で
町
が
行
っ
て
き
た
保
育
施
設
と
学
童
保
育
の
充
実
と
と
も
に
、
新
制
度
を
活
用
し
て
子
育
て
家
庭
を
応
援
し
て
い
き
ま
す
。
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保
育
施
設  　  　　　　　 　
が
必
要


